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保医発 0331 第６号
平成 28年３月 31日

地 方 厚 生 ( 支 ) 局 医 療 課 長

都道府県民生主管部（局）長

国民健康保険主管課（部）長 殿

都道府県後期高齢者医療主管部（局）長

後期高齢者医療主管課 ( 部 ) 長

厚 生 労 働 省 保 険 局 医 療 課 長

（ 公 印 省 略 ）

厚生労働省保険局歯科医療管理官

（ 公 印 省 略 ）

「保険医療機関及び保険医療養担当規則の一部改正等に伴う実施上の留意事項について」

の一部改正について

保険薬局の指定に当たっての構造上・経営上の独立性の取扱いについては、「規制改革

実施計画」（平成 27 年６月 30 日閣議決定）を踏まえ、下記のとおりとすることとしたの
で、その取扱いに遺漏のないよう、関係者に対し周知徹底を図られたい。

なお、この通知は、平成 28年 10月１日から適用する。ただし、この通知の適用日前に
おいても、地方社会保険医療協議会への諮問等の必要な手続を行うことができるものとす

る。

記

「保険医療機関及び保険医療養担当規則の一部改正等に伴う実施上の留意事項につい

て」（平成８年３月８日保険発第 22号）の第二を次のように改める。
第二 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則（昭和三二年厚生省令第一六号）の一部改正

に関する事項

一 健康保険事業の健全な運営の確保（第二条の三）関係

（一）平成六年の保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部改正において、「調剤

薬局の取扱いについて」（昭和五七年五月二七日薬発第五〇六号、保発第三四号）

に基づき行われていた保険薬局の保険医療機関からの独立性に関する取扱いを

明確化する観点から必要な改正が行われたところであるが、その後も、保険薬

局の保険医療機関からの独立性に関して問題のみられる事例が発生し、社会問

題化している実情に鑑み、保険薬局は保険医療機関と一体的な構造とし、又は

保険医療機関と一体的な経営を行ってはならないこと、及び、保険薬局は保険

医又は保険医療機関に対し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受け

るべき旨の指示等を行うことの対償として、金品その他の財産上の利益を供与
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してはならないことを明確化するものであること。

（二）この場合において、保険医療機関と一体的な構造とは、次のアからウまでに掲

げるような構造を指すものであること。

ア 保険医療機関の建物内にあるものであって、当該保険医療機関の調剤所と

同様とみられるもの

イ 保険医療機関の建物と専用通路等で接続されているもの

ウ ア又はイに該当しないが、保険医療機関と同一敷地内に存在するものであ

って、当該保険薬局の存在や出入口を公道等から容易に確認できないもの、

当該保険医療機関の休診日に公道等から当該保険薬局に行き来できなくなる

もの、実際には当該保険医療機関を受診した患者の来局しか想定できないも

の等、患者を含む一般人が当該保険薬局に自由に行き来できるような構造を

有しないもの

なお、ウへの該当の有無については、現地の実態を踏まえ、地方社会保険医

療協議会に諮った上、個別に判断すること。また、保険薬局の独立性の確保の

観点からは、いわゆる医療ビルのような形態は好ましくないが、このような場

合にあっては、当該建物について、患者を含む一般人が自由に行き来できるよ

うな構造になっている旨を十分に確認すること。加えて、このような形態の場

合には、患者誘導が行われるような実態のないよう、併せて留意すること。

（三）保険医療機関と一体的な経営を行う場合とは、（二）のまた以下に該当する場

合等保険医療機関と保険薬局が一定の近接的な位置関係にあり、かつ、次のア

からエまでに規定するような経営主体の実質的同一性が認められる場合又は機

能上医療機関とのつながりが強いとみなされる場合を指すものであること。

ア 保険薬局の開設者（法人たる保険薬局の役員を含む。）が当該保険医療機関

の開設者（特定保険医療機関の開設者が法人の場合にあっては、当該法人の

役員を含む。）又は開設者と同居又は開設者と生計を一にする近親者であるも

の。

イ 保険薬局の開設者と保険医療機関の開設者の間の資本関係が実質的に同一

であるもの（法人の場合にあっては当該法人の役員が経営するものを含む。）

ウ 職員の勤務体制、医薬品の購入管理、調剤報酬の請求事務、患者の一部負

担金の徴収に係る経理事務等が特定保険医療機関と明確に区分されていない

もの

エ 特定の保険医療機関との間で、いわゆる約束処方、患者誘導等が行われて

いるもの。

なお、保険薬局の指定の更新に当たっては、新規指定時と同様、不動産の賃

貸借関連書類等の経営に関する書類等の提出を求め、一体的な経営に当たらな

いことを確認すること。

（四）金品その他の財産上の利益とは、第一の一の（二）と同様であること。

（五）本条の規定に照らし、総合的に判断して医療機関の調剤所と同様とみられるも

のについては、保険薬局としての適格性に欠けるものであるから、地方社会保

険医療協議会に諮った上、保険薬局の新規指定を行わないこと。また、現に存
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するものについては、次回更新時までに改善を指導し、これに従わない場合は、

地方社会保険医療協議会に諮った上、更新を行わないこと。


